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１、実施日時  令和 6年 6月 23 日(日) 午前 8時 00 分から 

     ※雨天決行(災害が発生するような大雨の場合は中止) 

２、実施場所  寺町区全域 

３、避難訓練内容 

7：30～訓練周知、広報(訓練予告、J アラート、緊急速報メール実施周知) 

 7：55～ J アラート鳴動注意周知 広報 

 8：00～【地震】Jアラートが鳴動。1分間姿勢を低く動かない、3分後に 

 8：03～【津波】Jアラートが鳴動します。非常持出袋を持って避難準備。 

 8：07～ 避難指示発令 広報 サイレン鳴動し、避難指示広報実施 

      避難所へ避難行動開始・隣近所声かけあって原則歩いて避難。 

（徒歩での迅速避難が難しい参加者は車避難も可能とする。） 

 8：30～ 避難所において各組長・防災班長は各家庭の身を守る行動実施と 

避難経路を聞き取り、何世帯と人数、大人と子供の人数把握、 

隣近所声かけや呼びかけ行動ができたかなどの聞き取り作業をする。 

尚、避難過程においての問題点などの集計作業をする。 

 9：00  地震・津波訓練終了、続いて独自訓練を開始します。 

 

※ 寺町区独自訓練を行います。 

  ・安藤医院ビル会場・・消火器取り扱い訓練 

  ・まがたま会場・・・・40ミリホース取り扱い・放水訓練 

  ・保健センター会場・・ダンボールベット組み立て訓練 

  ・東小学校会場・・・・40ミリホースの取り扱いと放水訓練 

４、寺町区域の 1 次避難場所 

⇒寺 町   1 組～８組・・・・・ 安藤医院ビル（駐車場） 

   ⇒寺 町   ９組～19組・・・・・ビーチホールまがたま 

⇒南寺町  20組～27組・・・・・保健センター 

   ⇒南寺町・東寺町 28 組～43組・・東小学校体育館 

 

※訓練当日は消防団の積載車による区内安全確認パトロールも合わせて実施いたします。 

寺町区の避難訓練実施について 

 寺町区の取り組みについて、寺町区消防団と５月２９日、防災班長ならびに組長と 

６月７日に訓練要綱について打ち合わせ会を実施しました。 

寺町区避難訓練の実施要綱は市の訓練と連携し、糸魚川沖でＭ７クラスの大規模地

震発生とその後の津波を想定しており、区民の皆さんが自分・家族の安全を守るため

にどう行動したらよいかを考えるための訓練です。 

 


